
国
勢
調
査
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
国
勢
調
査
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
総
理
府
令
第
二
十
一
号
）
抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
調
査
関
係
書
類
）

第
二
条

令
第
六
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
調
査
関
係
書

（
新
設
）

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

調
査
世
帯
一
覧
（
市
町
村
長
が
、
令
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
設
定
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
修
正

し
た
調
査
区
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
査
区
」
と
い
う

。
）
ご
と
に
、
当
該
調
査
区
の
区
域
内
に
住
居
を
有
す
る
世

帯
（
自
衛
隊
の
営
舎
内
及
び
矯
正
施
設
（
令
第
二
条
第
一
項

第
五
号
に
掲
げ
る
刑
務
所
、
少
年
刑
務
所
、
拘
置
所
、
少
年

院
又
は
婦
人
補
導
院
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
内

の
世
帯
を
除
く
。
）
の
情
報
を
記
載
し
た
書
類
を
い
う
。
）

二

調
査
単
位
一
覧
（
調
査
区
ご
と
に
、
当
該
調
査
区
の
区
域

内
に
住
居
を
有
す
る
世
帯
（
自
衛
隊
の
営
舎
内
又
は
矯
正
施

設
内
の
世
帯
に
限
る
。
）
の
情
報
を
記
載
し
た
書
類
を
い
う

。
）

三

調
査
区
要
図
（
調
査
区
ご
と
に
、
当
該
調
査
区
の
区
域
内

に
住
居
を
有
す
る
世
帯
の
所
在
地
を
記
載
し
た
図
面
を
い
う

。
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
調
査
関
係
書
類
の
様
式
は
、
総
務
大
臣

が
定
め
る
。

1
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（
国
勢
調
査
指
導
員
証
及
び
国
勢
調
査
員
証
並
び
に
委
託
管
理

（
国
勢
調
査
指
導
員
証
及
び
国
勢
調
査
員
証
の
様
式
）

団
体
証
の
様
式
）

第
三
条

令
第
七
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
国
勢
調
査
指

第
三
条

令
第
七
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
国
勢
調
査
指

導
員
証
及
び
国
勢
調
査
員
証
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式

導
員
証
及
び
国
勢
調
査
員
証
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式

第
一
号
又
は
別
記
様
式
第
二
号
と
す
る
。

第
二
号
又
は
別
記
様
式
第
三
号
と
す
る
。

２

令
第
十
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

（
新
設
）

さ
れ
る
令
第
七
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
委
託
管
理
団

体
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
号
と
す
る
。

（
調
査
を
行
う
期
間
）

（
削
る
）

第
四
条

令
第
九
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
国

勢
調
査
を
実
施
す
る
年
（
以
下
「
実
施
年
」
と
い
う
。
）
の
九

月
二
十
三
日
か
ら
翌
月
二
十
四
日
ま
で
と
す
る
。

（
調
査
票
の
様
式
）

（
調
査
票
の
様
式
）

第
四
条

令
第
九
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
調
査
票
の
様

第
二
条

令
第
五
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
調
査
票
の
様

式
は
、
別
記
様
式
第
四
号
と
す
る
。

式
は
、
別
記
様
式
第
一
号
と
す
る
。

（
未
調
査
等
の
場
合
の
届
出
の
期
限
）

（
未
調
査
等
の
場
合
の
届
出
の
期
限
）

第
五
条

令
第
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
限
は
、

第
五
条

令
第
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
限
は
、

調
査
年
の
十
月
二
十
一
日
と
す
る
。

実
施
年
の
十
月
二
十
五
日
と
す
る
。

（
未
調
査
の
場
合
の
調
査
を
行
う
期
限
）

（
未
調
査
の
場
合
の
調
査
を
行
う
期
限
）

第
六
条

令
第
十
一
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
限
は
、

第
六
条

令
第
十
一
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
限
は
、

調
査
年
の
十
月
二
十
二
日
と
す
る
。

実
施
年
の
十
月
二
十
六
日
と
す
る
。
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（
調
査
事
項
情
報
の
審
査
等
の
た
め
の
措
置
）

（
期
間
等
の
変
更
）

第
七
条

令
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置

第
七
条

市
町
村
長
は
、
天
災
事
変
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き

は
、
調
査
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
へ
の
情
報
の
記
録
と

な
い
事
故
の
た
め
、
第
四
条
の
期
間
又
は
前
二
条
の
期
限
（
以

す
る
。

下
「
期
間
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
直
ち
に
、

そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
場

合
に
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
場
合
に

は
、
地
域
を
限
り
、
期
間
等
を
別
に
定
め
、
又
は
延
長
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

４

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
間
等
を
別
に
定
め
、

又
は
延
長
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

令
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
は
、
調

（
新
設
）

査
事
項
情
報
を
紙
面
又
は
市
町
村
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
の
入
出
力
装
置
の
表
示
装
置
に
出
力
し
て
行
う
も
の
と
す
る

。
２

令
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
が
終
了
し
た

旨
の
通
知
は
、
調
査
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
前
項
の

規
定
に
よ
る
審
査
の
結
果
を
、
市
町
村
長
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
か
ら
入
力
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
九
条

令
第
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
二
次
的
な
審

（
新
設
）

査
は
、
調
査
事
項
情
報
を
紙
面
又
は
都
道
府
県
知
事
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
の
入
出
力
装
置
の
表
示
装
置
に
出
力
し
て
行

3



う
も
の
と
す
る
。

２

令
第
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
が
終
了
し
た

旨
の
通
知
は
、
調
査
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
前
項
の

規
定
に
よ
る
審
査
の
結
果
を
、
都
道
府
県
知
事
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
先
行
集
計
事
項
情
報
の
審
査
、
集
計
等
の
た
め
の
措
置
）

第
十
条

令
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
審
査

（
新
設
）

は
、
先
行
集
計
事
項
情
報
を
紙
面
又
は
市
町
村
長
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
の
入
出
力
装
置
の
表
示
装
置
に
出
力
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

２

令
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
集
計
は
、

市
町
村
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
を
用
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。

３

令
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
先
行
集
計

事
項
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
は
、

調
査
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
へ
の
情
報
の
記
録
と
す
る

。
第
十
一
条

令
第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
審

（
新
設
）

査
は
、
先
行
集
計
事
項
情
報
を
紙
面
又
は
都
道
府
県
知
事
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
入
出
力
装
置
の
表
示
装
置
に
出
力
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

令
第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
集
計
は
、

都
道
府
県
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
を
用
い
て
行
う
も

の
と
す
る
。

３

令
第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
先
行
集
計

4



事
項
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
は
、

調
査
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
へ
の
情
報
の
記
録
と
す
る

。（
先
行
集
計
事
項
情
報
）

第
十
二
条

令
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
事
項
に
係
る
情
報
は
、
令
第
五
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
情
報
及
び
調
査
票
の
枚
数
に
係
る
情
報
と
す
る
。

（
調
査
事
務
を
委
託
で
き
る
施
設
）

第
十
三
条

令
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
施
設
は
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十

三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
と

す
る
。

（
調
査
票
等
の
保
存
）

（
調
査
票
等
の
保
存
）

第
十
四
条

総
務
省
統
計
局
長
は
、
令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

第
八
条

総
務
省
統
計
局
長
は
、
調
査
票
を
三
年
間
、
調
査
票
の

に
よ
り
総
務
大
臣
が
審
査
し
た
調
査
事
項
情
報
及
び
調
査
票
を

内
容
（
令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部

三
年
間
、
当
該
調
査
事
項
情
報
及
び
当
該
調
査
票
の
う
ち
令
第

分
を
除
く
。
）
が
転
写
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方

五
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
を
除
く
事
項
が
転

式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ

写
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

）
及
び
結
果
原
表
又
は
結
果
原
表
が
転
写
さ
れ
て
い
る
マ
イ
ク

で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
フ
イ
ル
ム
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
を
永
年
保
存
す
る
も
の
と

及
び
結
果
原
表
又
は
結
果
原
表
が
転
写
さ
れ
て
い
る
マ
イ
ク
ロ

す
る
。

フ
イ
ル
ム
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
を
永
年
保
存
す
る
も
の
と
す

る
。

（
調
査
方
法
に
つ
い
て
の
基
礎
調
査
）

（
調
査
方
法
に
つ
い
て
の
基
礎
調
査
）

第
十
五
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

5















（
新
設
）

別
記
様
式
第
４
号
（
第
４
条
関
係
）

12
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○
国
勢
調
査
の
調
査
区
の
設
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
四
号
）
抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
調
査
区
の
修
正
の
事
由
）

（
調
査
区
の
修
正
の
事
由
）

第
三
条

令
第
八
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次

第
三
条

令
第
八
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

指
定
都
市
の
区
の
区
域
の
変
更

一

指
定
都
市
の
区
の
区
域
の
変
更

二

調
査
区
内
の
世
帯
数
の
著
し
い
増
加
又
は
減
少

二

調
査
区
内
の
世
帯
数
の
著
し
い
増
加
又
は
減
少

三

災
害
の
発
生
、
都
市
計
画
事
業
の
施
行
等
に
よ
る
調
査
区

三

災
害
の
発
生
、
都
市
計
画
事
業
の
施
行
等
に
よ
る
調
査
区

内
の
土
地
の
区
画
形
質
の
著
し
い
変
更

内
の
土
地
の
区
画
形
質
の
著
し
い
変
更

四

第
一
条
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設

四

第
一
条
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設

、
令
第
十
二
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
設
置

等
の
設
置
、
除
却
又
は
用
途
の
変
更

、
除
却
又
は
用
途
の
変
更

五

第
一
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
港
湾
区
域

五

第
一
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
港
湾
区
域

又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
港
の
水
域
の
変
更

又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
港
の
水
域
の
変
更
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○
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第

四
十
八
号
）
抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

法
令
名

条
項

法
令
名

条
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

国

勢

調

査

令

第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条

（

昭

和

五

十

五

年

政

令

第

九
十
八
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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